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高
齢
者
の
定
義
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
九
年
一
月
五
日
、
日
本
老
年
学
会
、
日
本
老
年
医
学
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
現
在
六
十
五
歳
以
上
と
さ

れ
て
い
る
高
齢
者
の
定
義
を
七
十
五
歳
以
上
に
見
直
す
提
言
を
発
表
し
た
。
六
十
五
か
ら
七
十
四
歳
に
は
「
准
高
齢
者
」
と
い

う
新
た
な
区
分
を
設
け
、
就
労
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
で
き
る
枠
組
み
を
創
設
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
会
は

二
〇
一
三
年
に
高
齢
者
の
定
義
の
再
検
討
に
着
手
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
高
齢
者
の
身
体
、
知
的
能
力
、
健
康
状
態
に
関

す
る
国
内
の
デ
ー
タ
を
収
集
、
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
近
年
の
高
齢
者
の
心
身
の
健
康
に
関
す
る
種
々
の
デ
ー
タ
を
検
討

し
た
結
果
、
現
在
の
高
齢
者
に
お
い
て
は
十
〜
二
十
年
前
と
比
較
し
て
加
齢
に
伴
う
身
体
的
機
能
変
化
の
出
現
が
五
〜
十
年
遅

延
し
て
お
り
、
「
若
返
り
」
現
象
が
み
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
報
告
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
提
案
も
参
考
に
し
つ
つ
、
高
齢
者
の
定
義
を
見
直
す
こ
と
で
、
個
々
の
健
康
状
態
に
合

わ
せ
た
就
労
や
、
技
能
、
経
験
を
生
か
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
社
会
参
加
が
促
さ
れ
る
な
ど
の
利
点
が
多
い
と
の
指
摘
が

あ
る
。
一
方
、
老
人
年
齢
の
見
直
し
に
合
致
し
た
社
会
の
あ
り
方
を
十
分
に
検
討
せ
ず
に
、
老
人
年
齢
の
見
直
し
を
行
え
ば
、

社
会
に
混
乱
を
来
た
す
こ
と
か
ら
、
老
人
年
齢
の
見
直
し
へ
の
慎
重
論
も
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
高
齢
化
や
少
子
化
は
さ
ら
に
進
展
し
、
超
少
子
高
齢
社
会
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
高
齢

一



者
年
齢
の
見
直
し
を
含
め
た
今
後
の
高
齢
社
会
の
あ
り
方
に
関
し
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
そ
こ
で
次
の
点

に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一

政
府
の
「
高
齢
者
」
の
定
義
を
示
さ
れ
た
い
。

二

日
本
老
年
学
会
な
ど
の
提
言
の
よ
う
に
現
在
六
十
五
歳
以
上
と
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
の
定
義
年
齢
を
引
き
上
げ
る
場
合
の

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
、
現
時
点
で
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

現
在
、
政
府
は
高
齢
者
な
ど
の
老
人
年
齢
の
定
義
見
直
し
を
検
討
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

日
本
老
年
学
会
な
ど
の
提
言
も
参
考
に
し
つ
つ
、
高
齢
者
の
定
義
年
齢
を
見
直
す
こ
と
の
是
非
を
含
め
、
今
後
の
高
齢
社

会
の
あ
り
方
の
検
討
を
、
政
府
は
早
急
に
開
始
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


